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議案等説明資料
提出課： 総務課

議案番号

52

（提案理由及び概要）

 １．理由　　

 ２．概要

　・取得回数制限の緩和：原則１回⇒原則２回

○非常勤職員の子の出生後８週間以内の育児休業の取得要件の緩和

 ３．施行期日

議案番号

53

（提案理由及び概要）

 １．理由　　

 ２．概要

 ３．施行期日 公布の日

伯耆町長及び副町長の給与の減額に関する条例の制定について

町長、副町長の給料月額を１ヶ月間100分の10減額するもの。

個人住民税賦課徴収事務における職員の不適切な事務処理事案の発生をうけ、管理監督
責任として町長と副町長の給料を減額するもの。

伯耆町職員の育児休業等に関する条例の一部改正について

○育児休業の取得回数の制限の緩和等

○非常勤職員の子が１歳以降の育児休業の取得の柔軟化

令和4年10月1日

地方公務員の育児休業等に関する法律等の改正に伴い、人事院規則が改正となることから、
所要の改正を行うもの。


